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例
連
↓
れ
、
留
↓
る
、
志
↓
し
、
楚
↓
そ
、
な
ど
。

そ
の
ま
ま
生
か
し
、
他
は
原
則
と
し
て
平
仮
名
に
直
し
た
。

変
体
仮
名
「
え
」

「
ね
」

「
あ
」

「
て
」
「
5
」
「
茂
」
は

登
之
」
と
表
記
し
た
。

「里」

「
筑
」
の
略
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
里
之
子
」

一
^•Iv• 
砂し

1
旧
崩
字
は
原
則
と
し
て
新
炭
字
に
改
め
た
。

る
よ
う
努
力
し
た
が
、
編
集
の
都
合
上
以
下
の
変
更
を
加
え
た
。

一
、
収
録
に
さ
い
し
て
は
で
ぎ
る
だ
け
原
史
料
の
体
裁
を
と
ど
め

製
本
を
用
い
て
お
こ
な
っ
た
。

-

ヽ

は
、
各
機
関
・
各
氏
所
蔵
い
原
史
料
も
し
く
は
写
真
複

に
付
し
て
あ
る
。

基
本
法
令
類
を
収
録
し
た
。
各
史
料
の
所
蔵
者
は
、
解
題
末
尾

史
料
か
ら
、
近
世
琉
球
に
お
け
る
首
里
王
府
の
諸
施
策
を
示
す

館
、
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
、
崎
浜
秀
明
氏
等
が
所
蔵
す
る

一
、
本
巻
は
石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
、
琉
球
大
学
附
属
図

一
、
本
巻
は
沖
縄
県
史
料
前
近
代
6
（
首
里
王
府
仕
置
2
)
で
あ
る
。

凡

例

力
を
い
た
だ
い
た
各
位
に
謝
意
を
申
し
あ
げ
た
い
。

九

一
、
各
史
料
の
所
蔵
者
は
、
解
題
に
添
え
て
あ
る
。
収
録
に
御
協

集
の
都
合
上
変
更
を
加
え
て
あ
る
。

9
そ
の
他
内
容
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
、
紙
面
の
体
裁
等
編

の
字
に
換
え
て
（

に
統
一
し
た
。

た
も
の
も
あ
る
。

史
料
と
の
区
別
等
の
理
由
で
、
編
集
者
が
別
に
名
を
付
し

8

標
題
は
、
表
紙
の
あ
る
史
料
は
そ
の
旨
図
示
し
た
が
、
他

7
 

「メ」

「
し
て
」
は
「
し
て
」
、

「
ル
」
「
起
」
は
「
起
」

）
も
し
く
は
（

カ
）
で
示
し
た
。

よ
っ
て
、
判
定
も
し
く
は
推
定
可
能
な
も
の
は
、

（欠）

6
 

は
他
写
本
等
に
よ
り
、

「一

〕
で
補
充
し
た
。

判
読
で
ぎ
な
か
っ
た
文
字
は
口
や

□□
な
ど
で
示
し
、
虫

（欠）

損
な
ど
の
理
由
で
判
読
不
可
能
な
も
の
は
、
口
（
一
字
）

（欠）

も
し
く
は

□（
字
数
不
明
）
と
表
記
し
た
。
他
写
本
に

し
た
。
ま
た
、
脱
字
も
し
く
は
脱
字
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

5

明
か
な
誤
字
に
つ
い
て
は
訂
正
し
た
り
、
（
マ
マ
）
と
傍
記

4
朱
書
の
箇
所
は

」
で
く
く
り
、
区
別
し
た
。





帳
」

通
り
で
あ
る
が
、

「
近
世
琉
球
を
全
体
と
し
て
認
識
す
る
上
で
基
本
と
な
る
史
料
」
と
し
て
「
羽
地
仕
置
」

「
（
田
舎
）
法
式
」
「
御
教
条
」

「
与
世
山
親
方
宮
古
島
規
模
帳
」
を
収
録
し
、
こ
れ
ら
に
参
考
史
料
と
し
て
「
琉
球
国
高
究
帳
」

「
八
重
山
島
年
来
記
」
を
加
え
、
さ
ら
に
付
録
の
形
で
「
貝
摺
奉
行
所
文
書
」
を
収
録
し
て
い
る
。

務
帳
の
類
、
各
種
公
事
帳
・
規
模
帳
お
よ
び
基
本
令
達
文
書
な
ど
首
里
王
府
仕
置
中
に
含
め
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
史
料
」
は
数
多
く
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
の
巻
で
収
録
を
予
定
し
て
い
る
と
予
告
し
て
い
る
が
、

た
基
本
令
逹
類
と
関
連
史
料
、

え
て
、
こ
こ
に

と
こ
ろ
で
、

「
農
務
帳
」

「
柚
山
法
式
帳
」
を
は
じ
め
と
す
る
農
政
・
林
政
関
係
の
令
達
類
、
お
よ
び
参
考
史
料
を
加

王
府
仕
置
2
」
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

羽
地
朝
秀
（
向
象
賢
）
に
始
ま
り
、
察
温
に
い
た
る
一
連
の
改
革
が
、
前
近
代
の
琉
球
社
会
に
質
的
転
換
を
も
た
ら
す
重
要
な
意
義
を

『
沖
縄
県
史
料
』

（
一
九
八

0
年

「
首
里
王
府
仕
置
」
は
、
上
記
改
革
の
思
想
を
引
き
継
い
で
実
施
さ
れ
た
諸
改
革
も
含
め
て
、
近
世

琉
球
の
政
治
諸
改
革
と
王
府
の
地
方
支
配
の
構
造
を
示
す
基
本
法
令
を
三
巻
に
分
け
て
収
録
す
る
。

の
続
巻
に
あ
た
る
。
同

「
首
里
下
府
仕
置
3
」

あ
る
い
は
「
規
模
」
の
語
義
を
小
学
館
発
行
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
見
る
と
、

「
例
帳
」
類
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

持
つ
こ
と
は
、
安
良
城
盛
昭
氏
の
『
新
沖
縄
史
論
』

に
は
「
か
た
。
手
本
」
、

は

「
公
事

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
）
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
研
究
が
既
に
述
べ
て
い
る

「
規
模
」
も
し
く
は
「
規
模
帳
」
と
し
て
編
集
さ
れ

番
記
」

語
」

本
巻
は
、

一
九
八
一
年
三
月
に
『
沖
縄
県
史
料
』
前
近
代
1
と
し
て
刊
行
し
た

解

題

に
お
い
て
、

「
宮
古
島
在
番
記
」

「
規
模
」
に
は
「
正
し
い
例
。
模
範
。
手
本
。
法
則
。
規
範
」
の
説
明
が
あ
っ
て
、
琉
球
の
近
世
文
書
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
語
も
、
語
濫

――
 

「農

「
平
時
家
内
物

「
御
使
者
在

は
ヽ



渡
唐
役
者
井
存
留
北
京
役
者
規
模
帳

四
冊

二
冊

四
冊

勘
定
座
規
模
井
模
寄
公
事
帳

国
学
井
真
和
志
之
乎
等
学
校
規
模
帳

座
検
者
規
模

一
冊

一
冊

規
模
帳
御
系
図
座

一
冊

諸
座
規
模
十
八
冊

総
与
頭
規
模
帳

一
冊

御
系
図
座

琉
仮
屋
蔵
方
規
模
帳

一
冊

位
階
歳
刻
（
割
か
）
井
褒
美
物
規
模
帳
八
冊

聖
廟
規
模
井
御
参
拝
公
事
帳
御
祭
祀
日
記

諸
事
規
模
帳

御
模
御
双
紙

唐
系
釣
様
規
模

下
庫
理
当
方
R
勢
頭
方

那
覇
座
検
者
規
模

役
願
人
勤
星
模
帳 評

定

所

三

冊

五
冊

八
御
蔵
本
目
録
＞

模
」 貢

諸
色
定
所
之
規
模
を
以
年
々
可
皆
済
事
」
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
。

令
の
集
成
を
い
う
。

「
羽
地
仕
置
」
で
は
、

一
冊

的
に
は
こ
の
意
味
に
と
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
王
府
も
し
く
は
地
方
の
役
人
が
模
範
と
す
べ
ぎ
法
則
の
謂
い
で
、

「
私
茂
右
之
通
模
之
様
進
物
可
仕
候
得
共
云
々
」
等
と
あ
り
、

御
法
事
規
模
井
御
双
紙
公
事
日
記

二
冊

七
冊

全
「
田
舎
法
式
」

「
模
」
や
「
規
模
」
を
集
成
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
「
模
」

と
称
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
本
巻
収
録
の
「
寺
社
座
御
規
模
」
は
、
本
文
で
は
「
規
模
帳
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
模
帳
」
と
称
す
る
も
の
も
含
め
て
、
尚
侯
爵
家
蔵
『
御
蔵
本
目
録
』
、
沖
縄
県
立
沖
縄
図
書
館
『
沖
縄
郷
土
志
料
目
録
』
（
昭
和
四

(
2
)
 

年
）
か
ら
王
府
諸
座
関
係
の
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
を
左
に
列
記
し
て
み
よ
う
。

「規

「
規
模
帳
」
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
布
達
さ
れ
た
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
王
府
の
諸
座
関
係
の
も
の
と
諸
島
関
係
の
二
種
に

(1) 

分
か
れ
る
こ
と
は
、
梅
木
哲
人
氏
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
が
、

「
規
模
」

で
は
「
年

―
二

「
規
模
帳
」
は
こ
れ
ら
法



出
火
之
時
規
模
帳

山
奉
行
所
規
模
帳

島
尻
方
取
納
座
模
帳

（
マ
マ
）

役
場
人
勤
星
模
帳

同
治
八
年

八
沖
縄
郷
土
志
料
目
録
＞
（
御
蔵
本
目
録
と
同
名
。
同
年
の
も
の
は
除
く
）

評
定
所

一
冊 一

冊

一
冊

御
三
年
中
規
模
帳

不
明
あ
り
）

給
地
御
蔵
模
帳

道
光
二
十
七
年

咸
豊
十
一
年

真
和
志
之
平
等
学
校
規
模
帳

一
冊

一
冊
道
光
四
年

御
別
当
方
模
帳

一
冊

勢
頭
方
中
門
ア
サ
ナ
模
帳
一
冊
嘉
慶
八
年

一
冊

一
冊
乾
隆
十
六
年
（
他
に
同
名
で
年
号

一
冊
道
光

一
冊
（
康
熙
四
十
一
年
ヨ
リ
同
四
十
六
年
迄
）

一
冊
道
光
二
十
六
年

一
冊

冠
船
付
那
覇
大
台
所
規
模
井
日
記

中
頭
方
取
納
座
規
模
帳

尚
寧
様
御
法
事
規
模
帳

御
用
物
座
模
帳

役
願
人
勤
星
模
帳

泊
筆
者
模
帳

御
書
院
模
帳

諸
事
規
模
帳

廿-
H
 

一
冊

一
冊
道
光
十
年

一
冊

冊

道

光

道
光
十
五
年
」
な
ど
あ
り
）

マ
マ
）

合
所
親
見
世
模
帳

一
冊

咸
豊
十
一
年

道
光
二
十
一
年

一
冊
（
康
熙
一
二
十
年
ョ
リ
同
四
十
年
迄
）

一
冊
乾
隆
二
十
六
年

四
冊

存
留
規
模
帳

勘
定
座
規
模
帳

道
光
二
十
一
年
」
、

国
学
規
模
帳

尚
潜
様
御
法
事
規
模
帳

諸
事
規
模
帳

山
奉
行
所
模
帳

兵
具
当
方
模
帳

勘
定
座
支
配
方
模
帳

山
奉
行
所
規
模
仕
次

一
冊

「同

一
冊

一
冊

二
年

乾
隆
二
十
六
年

嘉
慶
十
三
年

一
冊

乾
隆
二
年
（
他
に
「
勘
定
座
規
模
帳
一
冊

嘉
慶
三
年

御
菜
園
井
花
奉
行
方
模
帳

年
号
不
明
」
、
「
勘
定
座
模
帳

咸
豊
十
一
年

道
光
二
十
七
年

道
光
二
十
七
年

道
光
十
八
年

道
光
―
―
十
九
年

嘉
慶
十
一
年



務
、
寺
社
等
の
普
請
・
修
補
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。

行
所
公
事
帳
」

系
図
座
規
模
帳

勘
定
座
規
模

那
覇
浮
得
銭
規
模
帳

者
規
模
帳
」

道
光
十
一
年
（
他
に
「
勘
定
座
規
模
帳

道
光
十
年
」
あ
り
）道

光
二
十
三
年

大
与
座
規
模
帳

寺
社
座
御
規
模

同
治
十
三
年

咸
豊
九
年

恩
納
間
切
編

那
覇
船
改
方
規
模
帳

以
上
を
通
観
し
て
理
解
で
巻
る
こ
と
は
、
系
図
座
、
大
与
座
、
御
用
物
座
、
勘
定
座
、
国
学
、
給
地
御
蔵
等
、
文
字
通
り
「
諸
座
」
に

一
部
に
は
「
出
火
之
時
規
模
帳
」
や
「
尚
寧
様
御
法
事
規
模
帳
」
等
、
臨
時
的
な
業
務
に
関
わ
る
も
の
で
、

「
諸
座
」
と
い
う
よ
り
役
務
そ
の
も
の
に
関
わ
る
と
見
ら
れ
る
「
渡
唐
役
者
井
存
留
北
京
役

「
那
覇
座
検
者
規
模
」
等
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
他
に
、
離
島
関
係
で
は
、

古
島
規
模
帳
井
柚
山
職
務
帳

「
久
米
具
志
川
仲
里
両
間
切
御
規
模
帳
井
農
務
帳
柚
山
職
務
帳
『
沖
縄
郷
土
志
料
目

録
』
に
「
官
古
島
規
模
帳
」
「
八
重
山
島
規
模
帳
」
が
見
え
る
。
同
目
録
の
「
八
重
山
島
小
与
座
規
模
帳
」
は
、
「
八
重
山
島
小
与
座
公
事

帳
」
（
喜
舎
場
永
殉
文
庫
所
蔵
に
よ
る
）

を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
巻
収
録
の
「
大
与
座
規
模
帳
」
本
文
に
も
両
語
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
。

『
御
蔵
本
目
録
』

『
御
蔵
本
目
録
』
に
「
宮

『
沖
縄
郷
土
志
料
目
録
』
に
収
録
さ
れ
る
王
府
諸
座
関
係
の
「
公
事
帳
」
は
、
担
当
諸
陀
の
名
を
付
し
た

「
瓦
奉
行
所
公
事
帳
」

「
御
鎖
之
側
公
事
帳
」
等
が
あ
る
が
、
数
量
的
に
は
王
府
の
年
中
行
事
や
祭
祀
、
冊
封
使
関
連
業

山
に
は
「
諸
村
公
事
帳
」
も
あ
る
。
ま
た
、
宮
古
・
八
重
山
の
蔵
元
に
は
各
部
署
の
「
公
事
帳
」
ま
で
揃
え
ら
れ
て
い
る
。
久
米
島
は
、

の
誤
り
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、

四
冊
」

関
わ
る
規
模
帳
の
他
に
、

「
公
事
帳
」
と
称
す
べ
ぎ
も
の
も
あ
れ
ば
、

旧
慣
書
類
諸
規
模
帳
抜
書

上
下

上
下 瀕

正
八
年

一
方
で
は
諸
間
切
諸
島
の
「
公
事
帳
」
の
数
が
目
立
ち
、
久
米
島
・
宮
古
R
八
重

「
山
奉

「
規
模
帳
」
と
「
公
事
帳
」
の
内
容
的
重
複
に
よ
る
用
語
の
混
乱

万
模
帳

四
冊
」
、

一
四



れ
る
「
掟
」
は
「
正
月
朔
日
十
五
日
冬
至
」
の
「
ミ
は
い
」

は
「
八
重
山
島
年
来
記
」

「
規
模
帳
」

「
公
事
帳
」
と
も
に
布
達
さ
れ
て
い
る
。
本
島
各
間
切
に
は
「
規
模
帳
」
が
布
達
さ
れ
た
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。

現
在
確
認
で
き
る
間
切
島
関
係
の
規
模
帳
・
公
事
帳
類
で
最
も
古
い
の
は
、
症
正
十
三
年
(
-
七
三
五
）

(
3
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両
間
切
に
布
達
さ
れ
た
「
間
切
公
事
帳
」
で
あ
る
。
内
容
は
間
切
に
お
い
て
公
務
と
し
て
果
た
す
べ
ぎ
年
中
祭
祀
に
始
ま
り
、
「
役
人
定
」

「
蔵
元
番
毎
方
」

「
唐
船
方
」

「
耕
作
方
井
溝
守
」

「
染
物
当
」

「
柚
山
当
井
竹
山
当
」

「
船
当
方
」

「
勘
定
方
」

「
さ
は
く
り
公
事
帳
」
が
な
い
の
で
こ
の
節
布
達
す
る
旨
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

に
「
検
者
」
と
し
て
、
高
奉
行
以
下
を
伴
っ
て
久
米
島
に
赴
き
、
一

「
同
田
畠
入
組
之
事
」

「
取
納
当
」

公
務
内
容
が
後
世
の
規
模
帳
に
記
さ
れ
る
も
の
と
重
な
る
こ
と
は
、
本
巻
収
録
の
道
光
十

「
御
用
布
綿
子
当
」

一
見
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
法
令
を
一
時
に
ま
と
め
る
こ
と
の
困
難
さ
で
あ
り
、
す
で
に
先
行
す
る
一
連
の
法
令
が
存

在
し
た
事
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
『
毛
姓
家
謄
（
美
里
家
）
』
に
よ
れ
ば
、
六
世
嵩
原
親
方
安
依
は
康
煕
二
十
九
年
（
一
六
九
O
)

か
月
余
滞
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
公
務
内
容
は
「
久
米
島
風
紀
之
事
」

「
唐
船
併
異
国
船
立
火
之
事
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
不
都
合
の

箇
所
は
相
改
め
、
在
番
お
よ
び
地
元
「
サ
バ
ク
リ
」
達
に
そ
の
首
尾
を
報
告
す
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
。
同
家
譜
は
、
委
細
は
「
久
米

(
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島
規
模
帳
」
に
見
え
る
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
規
模
帳
」
が
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

れ
ば
わ
か
る
。
嵩
原
親
方
安
依
は
、
久
米
島
滞
在
中
に
三
司
官
に
任
命
さ
れ
た
が
、
康
煕
三
十
六
年
（
ニ
ハ
九
七
）
成
立
の
「
田
舎
法
式
」

と
こ
ろ
で
、
仕
置
の
た
め
王
府
の
使
者
が
離
島
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
視
野
が
及
ぶ
限
り
で
は
、
初
見

（
『
沖
縄
県
史
料
』
前
近
代
1

「
首
里
王
府
仕
置
」
所
収
）
で
あ
る
。
同
書
崇
禎
元
年
（

（
御
拝
1
1
朝
拝
）
、
上
納
布
の
規
格
、
八
重
山
を
三
間
切
に
区
分
す
る
件
、

一五

作
成
に
も
関
わ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

「
同
上
納
方
見
合
之
事
」

「
万
夫
遣
引
合
之
事
」

「
札
改
方
」 「

旅
方
」

六
二
八
）

の
項
に
記
載
さ

年
「
久
米
具
志
川
間
切
規
模
帳
」
と
比
較
す

「
村
公
事
」
の
各
項
目
か
ら
成
り
、
最
後
に
諸
間
切
諸
島
に

「
浮
得
日
用
銭
雑
物

に
久
米
島
の
具
志
川
、
仲
里



務
や
駐
在
期
間
に
関
す
る
史
料
と
筆
者
の

あ
る
い
は
『
毛
姓
家
譜
』
の
記
述
の
側
に
問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

の
不
足
か
ら
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

本
来
な
ら
次
に
、
嵩
原
親
方
安
依
の
役
職
た
る

と、

遣
さ
れ
て
、
そ
の
原
因
究
明
と
仕
置
の
徹
底
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

も
し
く
は
「
羽
地
内
検
代
廻
」

疲
可
龍
成
由
検
者
共
申
候
云
々
」
と
あ
り
、

地
仕
置
」
に
い
う

と
同
じ
職
務
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

「
羽
地
内
検
代
廻
」
で
は
「
此
上

の
「
検
者
」
は
、
王
府
派
遣
の
役
人
で
あ
ろ
う
が
、

の
四
人
で
、
宛
先
は
「
検
者
」
と
宮
良
・
石
垣
・
大
浜
の

「
右
之
条
々
相
定
候
間
能
々
可
被
入
念
ヲ
者
也
」
と
結
ん
で
い
る
。

田
畠
耕
作
精
励
の

と
な
っ
て
い
る
。

夫
」
に
よ
る
船
作
事
の
件
、
上
中
下
男
女
頭
毎
に
公
役
を
課
す
る
事
、
馬
皮
上
納
の
事
、

前
記
「
掟
」
に
出
て
来

「
儀
間
金
城
」

「
島
尻
中
城
」

「
羽
地
内
検
代
廻
」

る
「
在
番
」
の
前
身
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
十
七
世
紀
中
期
に
は
「
百
姓
疲
」
の
間
切
•
島
に
王
府
か
ら

「
か
ら
（
唐
）
苧
」
栽
培
と
布
上
納
及
び
「
胡
麻
」
上
納
も
し
く
は
代
納
の

の

の
職
務
は
八 （

一
六
六
一
）

「
度
支
」

の

の
「
幸

が
派

一
六
九
七

ハ
｀
、
ハ
百
姓

ゃ

「
幸
地
親
形
」

（
親
形
）
位
の
人
物
が
派
遣
さ

(
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れ
た
訳
だ
が
、
こ
の
「
掟
」
の
内
容
も
ま
た
、
後
の
「
規
模
帳
」
の
そ
れ
と
共
通
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
羽
地
仕
置
」
で
は
「
宮
古
八
重
山
百
姓
至
迄
疲
不
致
迷
感
様
二
色
々
条
書
を
以
検
者
遣
申

「
百
姓
疲
二
罷
成
由
地
頭
衆
よ
て
申
出
方
ぇ
検
者
申
付
田
畠
高
代
相
下
ヶ
候
間
切
余
多
御
座
候
」
等
が
見
え
ろ
。

年
公
布
の
「
田
舎
法
式
」
で
は
地
頭
衆
の
「
作
得
」
に
不
法
の
事
が
あ
っ
て
百
姓
が
迷
惑
し
て
い
る
の
で
、
康
煕
九
年
（
一
六
七
0
)
に

「
間
切
検
者
二
ぁ
憲
法
見
立
作
得
帳
可
差
出
由
申
渡
云
々
」
の
記
事
が
あ
る
。
前
記
「
掟
」
に
見
え
る
「
検
者
」
は
四
年
後
に
設
置
さ
れ

「
羽
地
仕
置
」
等
に
見
え

る
「
検
者
」
の
性
格
が
同
一
か
ど
う
か
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
十
七
世
紀
に
お
け
る
「
検
者
」
の
役

地
親
方
」
の
そ
れ
や
、
本
巻
収
録
規
模
帳
等
に
登
場
す
る
与
世
山
親
方
、
公
羽
長
親
方
等
の
「
検
使
」
の
役
務
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、

を
記
し
て

一六

上
納
船
出
限
り
の



―
つ
は
「
土
地
の

成
立
が の

乾
隆

乾
隆
元
年

（
癖
正
三
年
）
、

顎
正
八
年

正
十

「
品
定
」

『
球
陽
』
尚
貞
十
七
年
（
一
六
八
）
の
項
に
は
、
恩
納
親
方
安
治
が
八
重
山
に
赴
い
て
「
農
を
勧
め
俗
を
整
へ
法
式
を
改
定
す
。

永
良
比
金
を
裁
去
す
」

（
原
漠
文
、
球
場
研
究
会
編
に
よ
る
）

「
法
式
」
を
改
定
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
以
上
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
王
府
が
離
島
に
使
者
を
派
遣
し
て
地
方
支
配
の
徹
底
を
図

り
、
法
令
を
布
達
も
し
く
は
改
定
す
る
体
制
は
、
十
七
世
紀
に
は
確
立
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
薙

七
三
五
）
に
行
わ
れ
た
諸
間
切
諸
島
に
対
す
る
「
間
切
（
島
）
公
事
帳
」
の
布
達
と
検
者
の
配

島
は
在
番
兼
務
）
は
、
そ
の
全
島
的
国
家
的
拡
大
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
ぎ
ょ
う
。

王
府
諸
座
の
規
模
帳
成
立
は
、
現
存
史
料
も
し
く
は
前
記
目
録
の
類
か
ら
見
る
限
り
、
痙
正
年
間
か
ら
乾
隆
年
間
初
期
に
か
け
て
の
時

期
と
考
え
ら
れ
る
。系

図
座
規
模
帳

寺
社
座
規
模
帳

大
与
座
規
模
帳

山
奉
行
所
規
模
帳

田
地
奉
行
規
模
帳

盆
痙
正
七
年
）
、

と
あ
る
。
勧
農
、
風
俗
改
良
、
祭
祀
規
制
が
主
た
る
任
務
で
、
そ
の
た
め
に

勘
定
座
規
模
帳

こ
の
時
期
に
王
府
機
構
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
諸
役
の
増
減
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、

の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
解
明
の
余
地
は
大
い
に
残
さ
れ
て
い
る
。
系
図
（
家
譜
）

（
「
諸
役
増
減
抄
」
、
久
米

に
よ
る
士
族
・
百
姓
間
の
身
分
の
区
分
け
と
系

近
世
琉
球
社
会
に
大
ぎ
な
質
的
転
換
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
系
図
座
の
規
模
帳

ら
四
十
年
も
過
ぎ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
逆
に
、
こ
の
時
期
に
王
府
枢
要
部
署
の
規
模
帳
整
備
が
行
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
歴
史
事
情
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
事
情
と
は
何
か
。

に
閃
わ
り
、
も
う

に
関
わ
る
。
系
図
座
規
模
帳
、
大
与
座
規
模
帳
、
寺
社
座
規
模
帳
の
作
成
は
、
こ
れ
ら
に
先
行
す
る
「
服
制
」

(
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「
位
階
定
」

（
頸
正
十
年
）
と
共
に
前
者
に
繋
が
る
。
田
地
奉
行
規
模
帳
や
山
奉
行
所
規
模
帳

一七

―
つ
は
「
人
の

「
諸
役
増
減
抄
」
で
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
が
、
そ

寺
こ

廿

l



考
察
は
、
仲
間
勇
栄
氏
の
『
沖
縄
林
野
制
度
利
用
史
研
究
』

宅
普
請
や
薪
炭
需
要
の
増
大
、
く
り
船
の
増
加
等
幾
つ
も
の
事
情
が

拡
大
と
収
取
の
怖
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
改
革
の
内
容
や
歴
史
的
背
景
の

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

一
連
の
諸
改
革
が
「
察
温
の
時
代
」
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

れ
な
が
ら
、

帳
」
が
出
さ
れ
る
。
梅
木
氏
は
、
痙
正
十

一八

の
作
成
は
、
後
者
に
結
び
付
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
わ
ば
、
戸
籍
と
地
籍
の
確
定
を
前
提
と
し
た
諸
旅
策
が
こ
の
時
期
以
後
展

開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
宛
正
十
年
に
「
算
用
座
」
の
名
を
改
め
、
奉
行
の
任
期
を

わ
れ
た
勘
定
座
の
規
模
帳
が
乾
隆
二
年
に
成
立
し
た
こ
と
も
、
王
府
機
構
整
備
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

布
達
は
、

の
羽
地
大
川
修
補
や
乾
隆
二
年
か
ら
始
ま
る
元
文
検
地
と
そ
の
歴
史
的
背
景
を
視
野
に
入

「
こ
の
よ
う
な
土
木
工
事
や
検
地
と
、
間
切
の
行
政
・
農
政
の
改
革
と
い
う
こ
と
は
相
関
連
し
た
こ
と
で
、
農
業
生
産
力
の

「
山
奉
行
所
規
模
帳
」

る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
康
煕
五
十
一
年
の
首
里
城
再
建
に
伴
う
薩
摩
か
ら
の
木
材
譲
渡
、
山
野
開
墾
、
人
口
増
に
伴
う
住

こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
要
す
る
に
王
府
の
機
構
改
革
と
そ
れ
に
伴
う
諸
座
規
模
帳
の
整
備
と
、
諸
間
切
諸
島
に
向
け
た
各
種
法
令
の

い
わ
ば
―
つ
の
メ
ダ
ル
の
表
と
裏
の
関
係
に
当
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
察
温
が
こ
の
脆
策
に
い
か
に
関
わ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

規
模
帳
等
改
訂
の
経
緯
に
つ
い
て
も
、
簡
単
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
改
定
は
、
規
模
帳
末
尾
に
「
損
益
」
な
る
言
葉

で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、

「
柚
山
法
式
」

（
い
ず
れ
も
乾
隆
二
年
）
の
成
立
に
示
さ
れ
る
林
業
政
策
も
併
せ
て
考
察
さ
れ

（
一
九
八
四
年
、
ひ
る
ぎ
社
）
他
に
譲
る
。

な
ん
ら
か
の
形
で
布
達
さ
れ
て
い
る
法
令
に
、
王
府
派
遣
の
使
者
が
新
た
に
布
逹
す
る
か
、
も
し
く
は
改
定
し

た
法
令
を
、
帰
沖
後
整
理
し
て
文
案
を
ま
と
め
、
摂
政
・
三
司
官
に
上
申
し
裁
可
を
得
て
、
間
切
•
島
に
通
逹
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ

て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
宮
良
殿
内
文
庫
中
の
「
万
書
付
集
」
で
あ
る
。

「
御
教
条
」
が
出
さ
れ
た
の
が
痙
正
十
年
、

「
農
務
帳
」
の
布
達
が
同
十
二
年
、
そ
し
て
同
十
三
年
に
は

「
間
切
公

年
か
ら
三
年
に
改
め
る
等
の
改
革
が
行



ど
め
た
い
。

公
事
帳
・

い
。
こ
こ
で
は
翌
年
三
月
、
規
模
帳

て
い
て
、

「
締
帳
」

「
万
書
付
集
」
に
は
、
九
月
に
送
付
さ
れ
た
文
書
も

同
書
に
よ
れ
ば
、
翁
長
親
方
朝
典
が
宮
古
及
び
八
重
山
に
派
遣
さ
れ
る
「
検
使
」
と
し
て
随
行
役
人
七
人
と
共
に
辞
令
を
受
け
た
の

八
五
六
）
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
派
遣
の
目
的
は
、
そ
の
前
月
、
御
物
奉
行
与
那
原
親
方
か

ら
在
番
・
頭
に
通
知
さ
れ
た
。
大
意
は
「
そ
の
島
に
つ
い
て
は
、
多
年
疲
弊
が
続
い
て
い
る
上
、
近
年
飢
饉
災
変
も
相
次
い
で
、
人
口
も

相
当
数
減
少
し
て
い
る
。
さ
ら
に
島
の
風
俗
も
悪
く
な
り
、
各
種
上
納
物
も
調
達
に
苦
労
し
て
百
姓
共
が
極
め
て
難
儀
を
し
て
い
る
よ
う

に
聞
こ
え
る
の
で
、
王
府
と
し
て
も
気
を
遣
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ
っ
て
当
秋
か
ら
来
春
に
か
け
て
御
検
使
を
派
遣
す
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
早
速
三
月
九
日
に
は
、
翁
長
親
方
が
八
重
山
島
在
番
・
頭
に
対
し
て
、
自
分
が
検
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
を
報
告
し
、
兼
ね
て
従
来
の
各
種
胞
策
に
対
す
る
照
会
や
指
示
を
行
っ
て
い
る
。

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
続
い
て
十
二
月
十
三
日
に
は
、
宮
古
島
仕
置
の
件
は
翌
正
月
中
に
は
落
着
す
る
の
で
、
二
月
頃
に
は
八
重
山
に
渡

島
す
る
、
諸
準
備
を
欠
か
さ
ぬ
よ
う
に
と
の
指
示
を
送
る
。
翌
咸
豊
七
年
二
月
、

八
重
山
に
到
着
し
た
公
翌
長
は
以
後
連
日
の
よ
う
に
各
種

の
指
示
・
布
達
を
行
い
、
ま
た
地
元
役
人
か
ら
の
訴
え
を
裁
く
な
ど
し
て
精
力
的
に
仕
事
を
こ
な
し
て
、
五
月
帰
沖
し
た
。
「
万
書
付
集
」

に
は
公
羽
長
の
帰
沖
後
に
翁
長
か
ら
御
物
奉
行
に
あ
て
た
文
書
や
、
御
物
奉
行
か
ら
八
重
山
島
在
番
・
頭
に
通
達
し
た
文
書
ま
で
収
録
さ
れ

一
連
の
令
達
類
と
新
た
に
布
達
さ
れ
た
規
模
帳
の
内
容
を
比
較
検
討
す
る
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今
は
そ
の
余
裕
は
な

「
取
締
書
」
．

「
向
々
公
事
帳
」
及
び
「
諸
例
帳
」
の
「
損
益
」
が
完
了
し
た
の
で
こ
れ
を
差
し

渡
す
か
ら
、
従
来
用
い
て
来
た
右
諸
帳
は
封
印
し
て
使
用
し
な
い
よ
う
に
と
の
指
示
を
与
え
て
い
る
こ
と
の
み
を
指
摘
し
、
規
模
帳
・
諸

・
諸
例
帳
の
改
定
と
布
達
は
、
こ
の
時
期
の
仕
置
の
内
容
を
法
令
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
記
す
る
に
と

本
巻
に
は
、
王
府
諸
座
の
規
模
帳
と
、
こ
れ
に
先
行
す
る
か
、
も
し
く
は
諸
間
切
諸
島
に
布
達
さ
れ
た
各
種
法
令
の
規
範
と
な
っ
た
と

見
ら
れ
る
規
模
類
を
ー
に
収
め
、

I
で
は
王
府
の
農
政
。
林
政
の
基
本
法
令
と
そ
の
施
策
の
具
体
的
展
開
を
示
す
史
料
、
皿
で
は
久
米

一
九

は
、
派
遣
の
前
年
に
当
た
る
咸
豊
六
年
(



十 蔵。

0
位
階
定

0
品
定

農
林
省
図
書
館
蔵
。

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
図
書
館
蔵
鎌
倉
芳
太
郎
ノ
ー
ト
所
収
。

「
料
明
法
条
」
と
内
容
的
に
重
複
す
る
が
、

0
服
制
・
御
心
喪
定
制

『
琉
球
資
料
』
所
収
。
崎
浜
秀
明
氏
編
『
続
沖
縄
旧
法
制
史
料
集
成
』

史
料
を
理
解
す
る
参
考
史
料
を
掲
げ
た
。

た
関
係
者
各
位
に
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
耕
作
下
知
方
井
諸
物
作
節
帳
」
は
、 （

以
下
『
琉
球
資
料
』
と
記
す
）
参
照
。

二
0

島
・
宮
古
・
八
重
山
に
布
達
さ
れ
た
規
模
帳
、

lV
で
先
島
に
出
さ
れ
た
農
政
・
林
政
及
び
風
俗
取
締
関
係
の
令
逹
、
そ
し
て
＞
に
以
上
の

最
後
に
、
本
巻
収
録
の
諸
史
料
の
底
本
と
参
考
史
料
を
若
干
の
補
足
を
交
え
て
、
紹
介
し
て
お
ぎ
た
い
。
掲
載
を
許
可
し
て
い
た
だ
い

東
京
大
学
史
料
編
富
所
蔵
『
琉
球
藩
雑
記
』
所
収
。
同
所
蔵
『
琉
球
一
件
帳
』
を
参
照
し
た
。

沖
縄
県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
蔵
。
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
蔵
『
琉
球
資
料
』

県
立
図
書
館
東
恩
納
寛
惇
文
庫
蔵
写
本
を
参
考
に
し
た
。

0
大
与
座
規
模
帳
他

0
系
図
座
規
模
帳

0
寺
社
座
御
規
模
（
抜
）

〇
農
務
帳
・
耕
作
下
知
方
井
諸
物
作
節
帳

立
に
収
録
し
た
。

0
田
地
奉
行
規
模
帳
（
抄
）

一
巻
で
紹
介
済
み
。
同
書
及
び
沖
縄

一
部
独
自
の
条
文
を
持
つ
。
布
達
年
等
不
明
。

『
琉
球
資
料
』
所
収
。

崎
浜
秀
明
氏
所
蔵
洋
紙
筆
写
本
に
よ
る
。
同
氏
編
『
沖
縄
旧
法
制
史
料
集
成
』
第
二
巻
で
紹
介
済
み
。

（
仮
題
。
既
出
目
録
の
記
事
や
「
大
与
座
規
模
帳
」
付
録
の
記
事
か
ら
「
系
図
座
規
模
帳
」
と
判
断
す
る
）
。
田
仲
カ
マ
ド
氏
所

「
農
務
帳
」
と
共
に
、
道
光
二

年
に
大
宜
味
間
切
の
検
者
下
知
役
か
ら
同
間
切
の
地
頭
代
・
惣
耕
作
当
宛
に
布
達
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独

乾
隆
二
年
成
立
。
田
村
浩
著
『
琉
球
共
産
村
落
の
研
究
』

（
一
九
二
七
年
、
岡
書
院
）
収
録
。



0
田
地
奉
行
規
模
帳

度
史
料
ノ
一
」
収
録
。
同
史
料
は
近
世
地
方
経
済
史
料
刊
行
会
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
九
巻
及
び
第
十
巻
の
原
稿
と
し
て
、

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
稿
は
片
仮
名
交
じ
り
だ
が
、
刊
行
本
は
平
仮
名
交
じ
り
文
に
な
っ
て
い
て
、
語
句
等
の
訂
正
が
あ
る

が
、
誤
植
も
少
な
く
な
い
。
本
巻
は
稿
本
を
底
本
と
し
、
刊
行
本
を
参
考
に
し
た
。

〇
農
事
御
取
締
帳
写

に
よ
っ
た
。

れ
て
お
り
、

0
富
川
親
方
宮
古
島
規
模
帳
（
抄
）

城
泰
雄
氏
に
よ
る
翻
刻
紹
介
が
あ
り
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

制
史
料
集
成
』
第
三
巻
(
-
九
六
七
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

沖
縄
県
立

よ
る
加
筆
修
正
あ
り
。
崎
山
秀
明
氏
編
『
沖
龍
旧
法

る
翻
刻
紹
介
が
、

『
史
海
』
第
四
号
(
-
九
八
七
年
、
史
海
同
人
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

0
久
米
具
志
川
間
切
規
模
帳

（
「
首
里
王
府
仕
置
3
」
収
録
予
定
）

を
除
い
た

沖
縄
県
立
図
書
館
比
嘉
春
潮
文
庫
蔵
の
仲
吉
朝
助
編
『
琉
球
産
業
制
度
史
料
』
二
「
農
業
制

佐
賀
県
の
祐
徳
神
社
所
蔵

0
今
帰
仁
間
切
柚
山
法
式
（
抄
）

0
与
世
山
親
方
八
重
山
島
規
模
帳

〇
頷
長
親
方
八
重
山
島
規
模
帳

中
に
あ
る
。

し
た
。

二
―

さ

〇
柚
山
法
式
帳
・
柚
山
法
式
仕
次
・
山
奉
行
所
規
模
帳
・
山
奉
行
所
規
模
仕
次
帳
・
樹
木
播
植
方
法
・
就
柚
山
総
計
条
々
・
御
差
図
担

明
治
十
八
年
、
林
政
関
係
の
基
本
文
書
を
ま
と
め
た
『
林
政
八
書
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
か
ら
「
山
奉
行
所
公

で
あ
る
。
本
巻
は
崎
浜
秀
明
氏
所
蔵
（
比
嘉
春
潮
氏
旧
蔵
）
の
沖
縄
県
教
育
会
稿
本

仲
吉
朝
助
編
『
琉
球
産
業
制
度
史
料
』
四
「
山
林
制
度
史
料
」
所
収
。

琉
球
大
学
附
属
図
書
館
蔵
。
具
志
川
村
役
場
旧
蔵
。
各
紙
に
割
印
が
付
さ
れ
て
い
る
。
玉
木
順
彦
氏
に
よ

石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
所
蔵
。

八
重
山
博
物
館
報
』
第
2
号
(
-
九
七
九
年
）
に
、
跛
名

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
鎌
倉
芳
太
郎
ノ
ー
ト
中
に
あ
る
。
違
っ
た
筆
跡

部
重
複
し
て
い
る
。
平
仮
名
交
じ
り
文
と
片
仮
名
交
じ
り
文
に
分
か
れ
る
が
、
平
仮
名
表
記
に
統

帳
」



〇
琉
球
藩
官
職
制

義
助
文
庫
所
蔵
写
本
を
参
照
し
た
。

0
与
世
山
親
方
八
重
山
島
農
務
帳

0
与
世
山
親
方
八
重
山
島
農
務
帳

0
与
世
山
親
方
八
重
山
島
柚
山
職
務
帳

〇
翁
長
親
方
八
重
山
島
諸
締
帳

〇
恩
納
間
切
締
向
条
々

0
万
書
付
集

ニニ

石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
大
浜
道
子
家
文
庫
中
に
あ
る
。
川
平
村
番
所
旧
蔵
。
青
森
県
立
図
書
館
笹
森

石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
所
蔵
。

青
森
県
立
図
書
館
笹
森
義
助
文
庫
蔵
。
崎
山
直
氏
と
新
城
敏
男
氏
に
よ
る
翻
刻
紹
介
が

仲
吉
朝
助
編
『
琉
球
産
業
制
度
史
料
』
四
「
山
林
制
度
史
料
」
所
収
。

琉
球
大
学
附
属
図
書
館
宮
良
殿
内
文
庫
蔵
。
各
紙
に
割
印
あ
り
。

青
森
県
立
図
書
館
笹
森
義
助
文
庫
蔵
。

沖
縄
県
立
図
書
館
比
嘉
春
潮
文
庫
蔵
。

石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
大
浜
道
子
家
文
庫
蔵
。
青
森
県
立
図
書
館
笹
森
義
助
文
庫
写
本
を
参
照
し

仲
吉
朝
助
編
『
琉
球
産
業
制
度
史
料
』
五
「
農
村
振
興
並
救
済
制
度
」
所
収
。

琉
球
大
学
附
属
図
書
館
宮
良
殿
内
文
庫
蔵
。

「
翁
長
親
方
八
重
山
島
規
模
帳
」
作
成
に
関
わ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
。f
 

0
富
川
親
方
八
重
山
島
諸
締
帳

介
が
あ
る
。

筑
波
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
。

0
富
川
親
方
八
重
山
島
柚
山
職
務
帳

化
』
第
四
号
（

0
富
川
親
方
八
重
山
島
農
務
帳

0
富
川
親
方
八
重
山
島
規
模
帳

一
部
を
翻
刻
紹
介
し
て
い
る
。

『
八
重
山
文
化
』
第
七
号
(
-
九
七
九
年
）
で
、
黒
島
為
一
氏
は
本
史
料
が

『
八
重
山
文
化
』
第
四
号
に
新
城
敏
男
氏
に
よ
る
翻
刻
紹

石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
所
蔵
。
各
紙
に
割
印
が
あ
る
。

0
富
川
親
方
宮
古
島
柚
山
職
務
帳
（
抄
）

九
七
六
年
東
京
・
八
重
山
文
化
研
究
会
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

『
八
重
山
文



重
山
脈
遣
記
事
は
崇
禎
五
年
(
-
六

(
5
)
同

と
考
え
ら
れ
る
。

(

4

)

参
照
。

る
こ
と
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、

二
）
の
三
司
官
「
豊
見
城
親
方
」
に
始
ま
る
。
し
か
し
、

之
条
々
被
渡
置
候
処
云
々
」
と
あ
っ
て
、

「
掟
」
に
は
、

（
沖
縄
久
米
島
調
査
委
員
会
編
『
沖
縄
久
米
島
』
、

(
2
)
『
御
蔵
本
目
録
』
、
沖
縄
県
立
沖
縄
図
書
位
『
沖
縄
郷
士
志
料
目
録
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
の
「
沖
縄
研
究

（
喜
舎
場
永
殉
文
庫
蔵
）
に
、
薙
正
十
年
、

一
九
八
二
年
、
弘
文
堂
）

八
重
山
島
に
「
地
船
上
着
公
事
帳
」
が
布
逹

さ
れ
た
旨
の
記
冑
が
あ
る
。
こ
の
公
事
帳
は
咸
豊
七
年
布
達
の
「
翁
長
親
方
八
重
山
島
地
船
上
着
公
事
帳
」
を
「
損
益
」
し
た
も
の
で

「
公
事
帳
」
の
語
は
見
え
な
い
。
癖
正
十
年
の
時
点
で
「
公
事
帳
」
と
し
て
布
達
さ
れ
た
と

(
4
)
本
巻
収
録
の
道
光
十
一
年
「
久
米
具
志
川
間
切
規
模
帳
」
に
嵩
原
の
名
は
見
え
な
い
。

い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
八
重
山
の
場
合
は
、
諸
般
の
事
情
で
本
巻
に
収
録
で
ぎ
な
か
っ
た

琉
球
大
学
附
属
図
書
館
宮
良
殿
内
文
庫
蔵
の
「
与
間
山
親
方
八
重
山
島
諸
座
御
規
模
帳
」
に
よ
れ
ば
「
八
重
山
島
之
儀
規
模
帳
無
之
差

支
候
付
前
々
¢
被
仰
渡
置
候
御
手
形
本
に
し
て
野
村
親
雲
上
在
番
詰
之
時
組
立
奉
得
御
差
図
其
通
取
行
来
候
云
々

「
八
重
山
島
年
来
記
」
の
乾
隆
十
四
年
（
一
七
四
九
）
の
項
に
「
当
島
諸
蔵
諸
座
諸
帳
諸
例
相
調
部
不
宜
品
現
例
を
以
相
例
帳
格
引
直

公
事
帳
此
節
必
始
ル
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
野
村
里
之
子
親
雲
上
安
孝
在
番
の
時
に
公
事
帳
・
例
帳
と
共
に
組
立
て
、
布
達
し
た

に
幸
地
親
方
以
下
が
派
遣
さ
れ
た
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、

は
考
え
に
く
い
。

あ
る
が
、
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
宮
良
殿
内
文
庫
蔵
の
同
公
事
帳
で
は
、

「
御
使
者
在
番
記
」
で
は
、
使
者
の
八．．

 

「
お
き
な
わ
よ
り
為
御

二
三

と
あ
り
、

ま
た

「
規
模
帳
」
の
名
で
離
島
に
法
令
を
布
達
す

「
右
通
八
重
山
島
之
者
共
唐
大
和
其
外
他
国
漂
着
之
時
心
得

(
3
)
「
富
川
親
方
八
重
山
島
地
船
上
着
公
惰
帳
」

資
料
」
3
、
2
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
梅
木
哲
人
「
久
米
島
の
規
模
帳
・
公
事
帳
に
つ
い
て
」

八
註
＞



帳
」

人
頭
税
賦
課
の
件
な
ど
、
内
容
の
重
要
度
か
ら
見
て
、
ま
た
豊
見
城
親
方
以
後
の
使
者
の
任
務
と
比
較
し
て
も
、
幸
地
親
方
は
直
接
八

重
山
に
赴
い
て
仕
置
を
し
た
と
考
え
た
い
。
な
お
、
同
年
宮
古
島
も
三
間
切
に
分
轄
さ
れ
た
（
『
球
陽
』
）
か
ら
、
幸
地
親
方
は
宮
古
島

(
6
)
仲
吉
朝
助
編
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
第
十
巻
「
古
老
集
記
類
二
」
で
は
「
御
位
に
階
歳
割
井
褒
美
物
規
模
」
と
あ
る
。

（
マ
マ
）

目
録
』
で
は
「
位
階
歳
刻
井
褒
美
物
規
模
帳
」
と
な
っ
て
い
る
。

＊
な
お
、
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
の
『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
第
三
集
(
-
九
七
八
年
）
に
、
平
山
敏
治
郎
教
授
が
「
那
覇
横
目
規
模

文
で
、

「
御
使
者
」
と
し
て
前
年
冬
に
宮
古
島
、
こ
の
年
八
重
山
島
に
下
着
し
た
と
ず
る
記
事
の
前

••••••••• 

「
前
代
ぇ
在
番
無
之
所
之
頭
三
人
二
諸
事
被
仰
付
間
々
御
使
者
為
有
之
事
二
御
座
候
」

（
お
よ
び
「
那
覇
横
目
条
目
」

「
泊
横
目
公
事
帳
」
）
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。

仕
置
も
兼
務
し
た
可
能
性
が
大
苔
い
。

豊
見
城
親
方
以
下
が
「
世
御
使
井
仕
置
」

使
渡
侯
刻
ひ
ら
く
ほ
番
ふ
小
舟
壱
艘
こ
き
出
云
々
」

（
渡
名
喜

明）

『
御
蔵
本

（
傍
点
引
用
者
）
と
記
す
。
間
切
分
轄
、

（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
り
、
ま
た
「
八
重
山
島
年
来
記
」
崇
禎
五
年
の
記
事
で
は
、

ニ
四




